
令和６年２月1５日（木）

文化庁 国語課

⽇本語教育機関認定法における
新たな国家資格「登録⽇本語教員」制度について」

資料6



日本語教育機関認定法について

※本法に係る事務は、４月以降は、総合教育政策局日本語教育課（仮称）に
移管予定。

１．法の概要
２．認定制度の概要
３．教員の資格
４．登録制度の概要
５．その他
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１．法の概要



日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の概要

趣 旨

日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、もって我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境

の整備に寄与するため、①日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度、②認定日本語教育機関の教員資格を創設。

令和６年４月１日（認定日本語教育機関の教員の資格等については経過措置を設ける）

概 要

１．日本語教育機関の認定制度の創設

２．認定日本語教育機関の教員の資格の創設

○ 認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な知識及び技能についての①「日本語教員試験」に合格し、②文部科学大臣の

     登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者は、「登録日本語教員」として、文部科学大臣の登録を受けることができる。

○ 日本語教員試験は、「基礎試験」及び「応用試験」とで構成し、文部科学大臣が指定する「指定試験機関」が実施する。

○ 文部科学大臣の登録を受けた「登録日本語教員養成機関」が実施する養成課程の修了者は、申請により「基礎試験」を免除する。

（１）日本語教育機関の認定制度

○ 日本語教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣認定を受けることができる。

（２）認定の効果等

○ 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の情報を、多言語でインターネットの利用等により公表する。

○ 認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告等に文部科学大臣が定める表示を付することができる。

（３）文部科学大臣による段階的な是正措置

○ 文部科学大臣は、必要な場合に日本語教育の実施に関し報告を求めることができるほか、勧告及び是正命令を行うことができる。

 ※認定基準に関する法務大臣への協議、文部科学大臣と法務大臣その他の関係行政機関の長との協力を規定。

施行期日

※認定基準(省令)の協議

法務大臣協議

法務大臣その他
関係行政機関の長

協力

※認定機関における日本語教育
の適正かつ確実な実施を図るため、
相互に連携を図りながら協力
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令和４年度 令和５年度 令和６年度（施行）
令和7年度
以降

認定日本語
教育機関

登録実践
研修機関

・
登録日本語
教員養成
機関

日本語教員
試験

日本語教育機関認定法 今後のスケジュール案 (令和５年12月末時点）

政
令

公
布

法
律

公
布

法
案
提
出
・
審
議

閣
議
決
定

2月21日

審議会

６月～

12月
28日

１月～

５月頃
秋頃

（令和７年春入学）

秋頃

周
知
・
説
明
会

開
設

夏頃

事
前
相
談

事
前
相
談

日
本
語
教
育
機
関

申
請
開
始

認
定

本
試
験
実
施

秋頃

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」に基づく認定制度、登録日本語教員の
制度について、下記のとおり進めることを予定。 ※登録日本語教員の登録等に係る経過措置は法施行後５年間としている。

11月24日
日本語教育小委
員会
●教育面に係る
指針など,認定
や登録に係る
細則等をとり
まとめ
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省
令
・
告
示

公
布

11月
10日

試
行
試
験

実
施

12/10

日
本
語
教
員
登
録
開
始

登
録

実
践
研
修
機
関
・

教
員
養
成
機
関

申
請
開
始

６月
２日
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２．認定制度の概要
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認定日本語教育機関制度の概要

国

審査・認定
【第二条第一項～第四項】

自己点検評価
【第八条第一項】

○日本語教育課程を置く教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関
である旨の文部科学大臣認定を受けることができる。
○文部科学大臣は、認定日本語教育機関の情報を、多言語でインターネットの利用等により公表する。
○認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告その他のものに文部科学大臣が定める表示を付すること
ができる。

段階的に
勧告
→命令
→取消し
【第十二条・

第十四条第一項】

機関の基本的な情報をインターネット等
により多言語で公表 【第二条第五項】

変更届出・定期報告の概要を
インターネット等により多言語で公表
【第六条第二項・第九条第二項】

日本語教育機関

社会（日本語学習を希望する外国人、生徒、地域、海外等）

申請
【第二条第一
項～第四項】

学習環境に
関する情報公表、
自己点検評価の
結果公表
【第三条・第八条第二項】

＜認定基準＞
・教職員体制（登録日本
語教員の配置を含む）
・施設設備
・課程の編成、実施方法
・生徒支援体制 等
※具体は省令等で検討

変
更
届
出

【
第
六
条
第
一
項
】

定
期
報
告

【
第
九
条
第
一
項
】

登録日本語教員

日本語教育課程
を担当【第七条】

認
定
時

認
定
後
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３．登録制度の概要



認定を受けた日本語教育機関において外国人に日本語を教える日本語教員の資質・能力を確認し、証明するための資格を
定めて、日本語教育の質の向上及び日本語教師の確保を図る。

日本語教育能力を
判定する試験

（日本語教員試験）
基礎試験

【第二十二条第一項】

応用試験
【第二十二条第一項】

日本語教師を目指す者 （年齢、国籍、母語を資格取得要件としない）

指定試験機関

養成課程
※下記の実践研修を一体的に実施

実践研修

国 日本語教員試験合格
及び実践研修の修了

登録
【第十七条第一

項】

知識及び技能向上のための研修

養成課程修了者に対する
基礎試験の免除
【第二十三条第一号】

原則、試験合格
後

登録日本語教員養成機関

登録実践研修機関

※実践研修は、養成課程と一体的に実施

登録日本語教員

登録後、各自が自分
に合った研修を受講自己研鑽

登録
【第四十五条第一項】

登録
【第六十一条】

指定後の監督
立入検査
報告徴収等
【第三十条～
第四十二条】

指定
【第二十八条第一

項】

登録証交付
【第十八条第一
項】

認定を受けた日本語教育機関の教員の資格制度（イメージ）

※灰色は、政省令等で

検討する事項

【第十七条第一項】
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登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録手順

○登録日本語教員の養成を希望する大学、専修学校、各種学校、その他教育機関が文部科学省に登録を申請。
○一機関が登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の両方の登録を申請し、登録を受けることも可能。
○審査は審議会において、登録要件、研修事務規程の認可の可否、養成業務規程の変更命令の要否を審査。
○なお、登録日本語教員養成機関で養成課程を修了した者も登録実践研修機関で実践研修の修了が必要。
※登録日本語教員養成機関が養成課程と併せて教育実習を実施する場合、登録実践研修機関の登録を受け、
実践研修として位置づけることとなる。

大学、専
修学校、
各種学校、
その他教
育機関

登録日本語教員
養成機関の
登録の申請

文部科学省
審議会

登録実践研修機関の登録
○登録要件の確認

・省令で定める科目を実施しているか
・科目の指導時間数が省令で定める時間数以上か
・指導者が省令で定める資格・経験を有しているか

○研修事務規程の認可の審査

登録日本語教員養成機関の登録
○登録要件の確認

・省令で定める科目を実施しているか
・科目の授業時間数が省令で定める時間数以上か
・教授者が省令で定める資格を有しているか

○養成業務規程について変更命令の要否を審査

登録実践
研修機関
として実
践研修を
実施

登録実践研修
機関の登録
研修事務規程
の認可

大学、専
修学校、
各種学校、
その他教
育機関

登録実践研修
機関の登録の
申請

登録日本語教員
養成機関の登録
養成業務規程の
届出受理

登録日本
語教員養
成機関と
して養成
課程を実
施

※一機関が両方の登録を受け、
実践研修と養成課程を一体
的に実施することも可能。
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４．その他
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●（概要）

登録日本語教員の資格取得のためには、日本語教員試験に合格する必要があります。

日本語教員試験においては、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能について

判定する基礎試験と、応用に関する知識及び技能について判定する応用試験が実施されます。

● （試験の免除）

登録日本語教員養成機関の実施する日本語教員養成課程を修了した方は、日本語教員試験の

基礎試験が免除されます。また、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置により、一定の要件

を満たす方は試験が免除されます。（詳細は「1.5. 登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

について」に記載。）ただし、経過措置により基礎試験と応用試験の両方の免除を受ける場合で

あっても、登録日本語教員になるためには、手数料を支払って日本語教員試験に出願し、経過措

置の対象であることの確認を受け、日本語教員試験の合格証書を入手する必要があります。

● （試験の実施時期）

第一回目の試験は、令和６年秋頃に文部科学省が実施することとしており、出願の受付は夏頃に

開始する予定です。

日本語教員試験について



新制度における日本語教育人材の役割・段階・活動分野に応じた養成・研修のイメージ ※赤囲みが新制度関係

日本語教育
コーディネーター

等段階 養成等 登録日本語教員 初 任（活動分野別） 中 堅

日

本

語

教

師

登
録
日
本
語
教
員

日
本
語
教
師

大学の日本語教師
養成課程
（26単位以上）

専門学校等の

日本語教師養成研
修（420単位時間以上）

生活者としての外国人に対する
日本語教師初任研修

留学生に対する日本語教師
初任研修

児童生徒等に対する日本語教
師初任研修

就労者に対する日本語教師
初任研修

難民等に対する日本語教師
初任研修

海外に対する日本語教師
初任研修

日本語教師
【中堅】研修

試験
①基礎
②応用
合格

実践研修
修了

登
録
日
本
語
教
員
（
資
格
取
得
）

地域日本語教育
コーディネーター

研修

主任教員
研修

・
・
・

登録養成機関

日本語教師のキャリアパス

日
本
語
教
師

上記の研修または
他の研修を受講した者など

○日本語教師がキャリア形成を描けるような養成・資格取得・登録日本語教員・初任・中堅・日本語教育コーディネーター等の研修などの
仕組みを構築

○あわせて、地域日本語教育を支える、地域日本語教育コーディネーター、日本語学習支援者の育成・確保を推進

登録日本語教員
を目指す者
（条件なし）

登
録
養
成
課
程
修
了
者
は

試
験
①
免
除
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・・・

日本語教育人材 研 修 受 講 対 象 養成・研修実施機関 研修単位時間数の目安

日本語教師

養成 ○日本語教師を目指す者 ○大学等の教育研修機関
２６～４５単位
（４２０単位時間以上）

初任
○日本語教師【養成】を修了し、当該分野で０～３年程度の者
○当該活動分野で新たに日本語教育に携わる者

○教育現場におけるＯＪＴ研修や大学
等の教育研修機関

３０～９０単位時間

中堅
○各活動分野において初級から上級学習者の指導に十分な
経験 （２４００単位時間以上）を有する者

○大学等の教育研修機関 ３０～９０単位時間

日本語教育
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域日本語教育
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

○中堅を経て，地域日本語教育において３年以上の実務経験
を有し，地方公共団体等でコーディネート業務にあたる者

○文化庁，地方公共団体及び大学等
の教育研修機関 ３０単位時間

主任教員 ○日本語教育機関において常勤経験３年以上を有する者 ○大学等の教育研修機関 ３０単位時間

日本語学習支援者 ○多文化共生・日本語教育に興味関心を持つ者
○地方公共団体，大学等の教育研修
機関，ＮＰＯ等

１５～３０単位時間



登録日本語教員としての登録の申請は、令和６年度から随時整備されるウェブサイトである「日
本語教育機関認定法ポータル」を通じて行います。認定日本語教育機関や登録日本語教員等
の情報を一元的に発信するためのポータルサイトです。

日本語教育機関認定法ポータルのイメージ
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制度の説明会

○留学のための課程を置く日本語教育機関の認定等について

第1回：令和6年1月22日（月）10時、第2回：2月14日（水）13時、第3回：3月8日（金）13時

○就労のための課程又は生活のための課程を置く日本語教育機関の認定等について

第1回：令和6年1月24日（水）13時、第2回：2月16日（金）10時、第3回：3月4日（月）13時

○登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録等について

第1回：令和6年1月26日（金）13時、第2回：2月13日（火）10時、第3回：3月6日（水）13時

○参加登録方法や説明会の資料は、以下のホームページを御確認ください。

ＵＲＬ：https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93979301.html

登録日本語教員に関する説明会は、今後開催を予定しております。
文化庁または文部科学省のホームページで公表いたしますので、しばらくお待ちください。
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関連資料のホームページ掲載

○関係法令や手引、よくある質問集などを以下のホームページに掲載していますので、御確認ください。

ＵＲＬ：https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/

【日本語教員試験に関すること】
Ｑ148.具体的なスケジュールはどうなっていますか。
Ｑ149.試験を受ける際の受験料はどうなっていますか。
Ｑ150. 登録日本語教員の登録料はいくらですか。
Ｑ151.日本語教員試験に合格し、登録日本語教員の登録を受けないと、今後は日本語教育
を行うことはできなくなってしまうのですか。
Ｑ152.日本語教員試験の受験に際して、年齢、学歴、国籍に条件はありますか。
Ｑ153.来年度の日本語教員試験について、正式な発表はいつ頃となるのでしょうか。
Ｑ154.本年度に実施する試行試験について教えてください。
Ｑ155.養成課程に在籍中の者は無事に修了すれば基礎試験が免除されるはずですが、

終了前の在籍中に応用試験のみ受験できますか。基礎試験も受験しなければならな
いのでしょうか。

Ｑ156.養成課程の修了見込みで受験した場合で、仮に予定どおり修了できなかった場合は
応用試験のみ合格できますか。
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